
平
安
時
代
初
頭
に
成
立
し
た
景
戒
の
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
雄
略
天
皇
の
代

か
ら
嵯
峨
天
皇
の
代
に
至
る
ま
で
の
説
話
を
、
年
代
順
に
配
列
し
た
説
話
集
で

あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
現
存
最
古
の
説
話
集
は
、
説

話
を
綴
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
仏
教
史
の
叙
述
を
試
ゑ
た
と
見
て
よ

（
１
）

か
ろ
う
。
、

そ
の
中
で
も
、
周
知
の
と
お
り
、
聖
武
天
皇
と
そ
の
時
代
が
と
り
わ
け
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
同
天
皇
は
、
上
巻
や
中
巻
の
序
文
、
と
り
わ
け
後
者

に
お
い
て
奉
仏
の
天
皇
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
巻
第
五
話
で
は
、
行

基
が
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
天
皇
が
奉
仏
の
皇
太
子
、
聖

徳
の
再
誕
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
天
皇
の
代
に
時
期
を
設
定
し
た
説
話

は
、
上
巻
第
三
一
話
よ
り
巻
末
の
第
三
五
話
ま
で
と
、
中
巻
全
四
一
語
の
第
一

話
よ
り
第
三
八
話
ま
で
と
の
、
計
四
三
話
と
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
霊
異
記
』

の
総
説
話
数
二
六
の
三
分
の
一
強
に
達
す
る
。
『
霊
異
記
』
は
、
同
天
皇
を

奉
仏
の
皇
太
子
、
聖
徳
の
再
誕
で
あ
る
聖
君
と
し
て
讃
え
、
ま
た
そ
の
時
代
を

仏
教
の
興
隆
し
た
い
わ
ば
聖
代
と
し
て
憧
慢
、
回
顧
し
て
い
る
と
見
な
し
得
る

の
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
と
そ
の
時
代
を
抜
き
に
し
て
は
『
霊
異
記
』
は
成
立
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
に 『

日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
聖
武
天
皇

こ
の
よ
う
な
『
霊
異
記
』
に
お
け
る
聖
武
天
皇
や
そ
の
時
代
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
人
が
注
目
し
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
ず
る
こ
と
自
体
は

格
別
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
聖
武
天
皇
が
聖
君
で
あ
り
そ
の
時

代
が
聖
代
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
内
実
を
伴
な
っ
て
の
こ
と
な
の
か
、
と
改

め
て
問
い
直
し
て
承
る
と
、
い
ま
だ
に
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
霊
異
記
』
が
叙
述
し
た
日
本
仏
教
史
に
同
天

皇
と
そ
の
時
代
が
ど
の
よ
う
に
定
位
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
同
天
皇
や
そ
の
時

代
を
内
包
し
つ
つ
い
か
な
る
日
本
仏
教
史
が
構
想
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は

い
か
な
る
主
張
や
願
望
を
背
負
っ
て
の
こ
と
な
の
か
と
い
う
問
題
を
立
て
た
場

合
、
な
お
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た

課
題
に
迫
る
べ
く
考
察
を
試
ゑ
た
所
以
で
あ
る
。

以
下
、
聖
武
天
皇
が
登
場
す
る
説
話
の
ひ
と
つ
で
あ
る
上
巻
第
三
一
話
と
、

下
巻
第
三
九
話
の
「
聖
君
問
答
」
と
を
取
り
上
げ
て
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ

て
ゑ
た
い
・

一
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
三
二
話

ｌ
聖
武
天
皇
の
狩
猟
と
大
赦
ｌ

（
⑦
凸
）

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
菫
一
三
話
は
、
「
大
丈
六
」
の
霊
験
護
で
あ
る
。
興

（
Ｑ
④
）

福
寺
本
に
よ
っ
て
本
話
の
全
文
を
引
用
す
る
。
現
行
の
諸
本
を
参
照
し
て
字
句

八
重
樫
直
比
古

一
一
一
一



（
４
）

を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
句
点
、
カ
ッ
コ
、
お
よ
び
段
落
を
施
し
た
。

帰
信
三
宝
欽
仰
衆
僧
令
調
経
得
現
報
縁
第
舟
二

神
亀
四
年
歳
次
丁
卯
九
月
中
。
聖
武
天
皇
。
与
群
臣
。
猟
於
添
上
郡
山

村
之
山
。
有
鹿
。
走
入
納
見
里
百
姓
之
家
中
。
家
人
不
覚
。
殺
而
嗽
之
。

後
。
天
皇
聞
之
。
遣
使
捕
其
人
等
。

時
。
男
女
十
余
人
。
皆
遭
其
難
。
身
単
心
漂
。
無
所
愚
侍
。
但
謂
。

「
自
非
三
宝
神
力
。
敦
肯
橡
其
重
憂
。
流
聞
。
『
大
丈
六
。
能
随
人
願
』
」
。

価
便
。
使
人
詣
寺
諭
経
。
又
請
日
。
「
我
等
。
参
向
官
。
開
寺
南
門
。
令

得
親
拝
」
。
更
請
。
「
我
等
及
於
詣
顕
之
間
。
欲
令
鍾
声
。
不
従
」
。
衆
僧

随
願
。
鳴
鍾
転
経
。
開
門
令
得
奉
拝
。

既
而
従
使
参
向
。
於
授
刀
寮
禁
之
。
即
依
皇
子
誕
生
。
千
時
。
朝
庭
大

賀
。
大
赦
天
下
。
不
加
刑
罰
。
反
賜
官
禄
於
衆
人
。
歓
喜
元
比
。

誠
知
。
丈
六
之
威
光
。
調
経
之
功
徳
也
。

神
亀
四
年
九
月
、
聖
武
天
皇
が
大
和
国
添
上
郡
の
山
で
狩
猟
を
行
な
っ
た
。

追
い
立
て
ら
れ
た
一
頭
の
鹿
が
民
家
に
紛
れ
込
ん
だ
が
、
そ
の
家
の
者
は
事
情

を
知
ら
ず
に
鹿
を
殺
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
そ
の
家
の
者
を

捕
ら
え
さ
せ
た
。
連
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
男
女
十
余
人
は
、
こ
の
「
重

（
き
）
憂
（
へ
）
」
を
免
れ
る
に
は
三
宝
の
力
に
す
が
る
ほ
か
は
な
い
と
思
い
、

「
大
丈
六
」
の
寺
の
僧
侶
に
調
経
を
依
頼
す
る
。
さ
ら
に
、
連
行
さ
れ
る
途
中

で
礼
仏
す
べ
く
南
門
の
開
扉
を
依
頼
し
、
加
え
て
鐘
を
撞
い
て
く
れ
る
よ
う
依

頼
し
た
。
彼
ら
は
授
刀
寮
に
監
禁
さ
れ
た
が
、
ほ
ど
な
く
聖
武
天
皇
の
皇
子
が

誕
生
し
て
大
赦
が
行
な
わ
れ
、
罪
を
許
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
賜
物
に
預
か

っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
題
名
と
結
語
に
沿
っ
て
概
括
す
れ
ば
、
聖
武
天
皇

の
狩
の
獲
物
で
あ
る
鹿
を
殺
し
て
食
べ
た
者
が
、
丈
六
仏
の
威
光
と
僧
侶
の
論

一
四

経
な
ど
の
功
徳
に
よ
っ
て
処
罰
を
免
れ
た
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

登
場
人
物
に
襲
い
か
か
っ
た
「
重
（
き
）
憂
（
へ
）
」
は
、
他
の
説
話
を
参
照

す
れ
ば
「
王
難
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
下
巻
第
七
話
「
被
観
音
木
像
之
助

（
５
）
は
せ
ベ
ノ

脱
王
難
縁
」
は
、
武
蔵
国
の
丈
直
山
継
な
る
者
が
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
に
坐
し

て
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
、
か
ね
て
よ
り
妻
と
と
も
に
信
仰
し
て
い

た
観
音
の
木
像
に
よ
っ
て
、
あ
や
う
く
刑
死
を
免
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
観
音
霊
験
認
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
何
ら
か
の
事
実
に
基
づ
く

（
一
侭
Ｕ
）

と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
『
法
華
経
』
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
の

長
行
に
は
、
「
若
復
有
人
。
臨
当
被
害
。
称
観
世
音
菩
薩
名
者
。
彼
所
執
刀
杖
。

尋
段
段
壊
。
而
得
解
脱
」
と
あ
り
、
ま
た
同
品
の
偶
頌
に
も
「
或
遭
王
難
苦
。

（
旬
４
）

臨
刑
欲
寿
終
。
念
彼
観
音
力
。
刀
尋
段
段
壊
」
と
あ
る
。
観
音
が
刀
杖
の
難
や

刑
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
と
あ
り
、
ま
た
「
王
難
」
の
語
も
見
え
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
「
普
門
品
」
が
説
話
の
誕
生
や
流
布
の
過
程
で
関
与
し
た
こ
と
は

否
定
し
難
い
。
加
え
て
、
中
国
六
朝
の
観
音
信
仰
の
実
態
を
伝
え
る
貴
重
な
資

料
と
さ
れ
る
斉
の
陸
杲
撰
『
鑿
観
世
音
応
験
記
』
に
は
、
「
普
門
品
。
臨
当
被

（
８
）

害
」
と
一
括
さ
れ
る
八
話
が
あ
り
、
こ
こ
に
類
話
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

中
国
の
六
朝
時
代
以
来
の
観
音
信
仰
の
盛
行
の
中
で
、
「
普
門
品
」
の
字
句
に

（
９
）

依
拠
し
た
説
話
が
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
影
響
下
に
『
霊
異
記
』
下
巻
第
七
話
も

誕
生
し
流
布
し
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
て
下
巻
第
七
話
の
題
名
に
「
王
難
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
普
門
品
」

の
偶
頌
の
用
例
に
も
照
ら
せ
ば
、
山
継
が
乱
に
坐
し
た
罪
に
よ
り
斬
刑
に
処
せ

ら
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
す
。
す
な
わ
ち
国
王
か
ら
受
け
る
災
難
、
特
に
刑

罰
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
音
霊
験
謹
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
先
の
上
巻
第
三
二

話
の
「
重
（
き
）
憂
（
へ
）
」
が
「
王
難
」
に
相
当
す
る
と
い
う
理
解
が
成
り



立
つ
で
あ
ろ
う
。
ち
な
承
に
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
こ
の
上
巻
第
三
二
話
が

「
逼
者
依
仏
助
免
王
難
語
」
と
の
題
名
で
再
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
最
後

を
、
「
然
レ
バ
、
人
自
然
ラ
王
難
二
値
ハ
ム
時
、
心
ヲ
至
シ
テ
仏
ヲ
念
ジ
調
経

（
、
）

ヲ
可
行
シ
ト
ナ
ム
語
り
伝
へ
タ
ル
ト
ャ
」
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
勘
案
す
る
と
、
上
巻
第
三
二
話
は
「
王
難
」
を
、
観
音
で
は
な
く
、
某
寺
の

某
丈
六
仏
の
あ
ら
た
か
な
霊
験
に
よ
っ
て
免
れ
た
話
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
巻
第
七
話
と
と
も
に
、
本
話
は
、
仏
菩
薩
が
国
王
や
国
家
の
発
動
す
る
刑

罰
を
そ
の
神
秘
的
な
力
で
免
れ
さ
せ
て
く
れ
る
と
説
い
た
霊
験
認
で
あ
る
が
、

で
は
な
ぜ
本
話
の
男
女
十
余
人
は
「
王
難
」
を
受
け
る
羽
目
に
陥
っ
た
の
か
。

下
巻
第
七
話
の
山
継
の
場
合
は
、
仲
麻
呂
の
乱
に
坐
し
て
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
よ

う
と
し
た
、
す
な
わ
ち
俗
法
に
お
け
る
謀
反
の
大
罪
に
加
担
し
た
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
狩
猟
で
追
い
立
て
ら
れ
た
鹿
を
、
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
殺

し
て
食
べ
る
行
為
が
、
な
ぜ
「
王
難
」
を
呼
び
込
む
の
か
。
ま
た
、
「
王
難
」

に
先
立
っ
て
、
殺
生
や
肉
食
の
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
が
問
わ
れ
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
た
と
え
ば
上
巻
第
二
話
、
同
第
一
六
話
、
同
第
一
二
話
、
中
巻
第
一
○

話
、
下
巻
第
二
五
話
な
ど
は
、
畜
生
の
虐
待
や
殺
生
お
よ
び
肉
食
し
た
者
を
め

ぐ
る
悪
報
謹
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
悪
報
謹
か
ら
浮
か
び
上
が
る
『
霊
異
記
」
の

論
理
に
照
ら
せ
ば
、
彼
ら
は
、
俗
法
に
よ
る
処
罰
、
す
な
わ
ち
「
王
難
」
以
前

に
、
仏
法
に
い
わ
ゆ
る
悪
報
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
と
も
「
王
難
」
は
奉
仏
の
天
皇
、
聖
武
の
下
す
悪
報
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
も
し
仮
に
彼
ら
の
殺
生
や
肉
食
が
罪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
聖

君
、
聖
武
に
お
け
る
狩
猟
の
罪
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。

こ
こ
で
本
話
の
い
わ
ば
影
の
主
人
公
、
聖
武
天
皇
が
問
題
と
な
る
。
本
話
に

お
い
て
聖
武
天
皇
が
行
な
っ
た
こ
と
や
行
な
わ
せ
た
こ
と
は
、
狩
猟
と
逮
捕
そ

し
て
大
赦
の
三
つ
で
あ
る
。
最
後
の
大
赦
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
放
生
に
あ
た

る
と
の
認
識
が
、
た
と
え
ば
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
六
年
二
月
戊
辰
条
の

孝
謙
天
皇
の
勅
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
勅
で
は
、
聖
武
太
上
天
皇
と
光
明
皇

太
后
と
の
「
御
体
平
安
。
宝
寿
増
長
」
を
祈
願
す
る
た
め
に
、
玄
美
訳
『
薬
師

（
皿
）

如
来
本
願
功
徳
経
』
の
一
節
「
応
放
雑
類
衆
生
」
を
引
用
し
、
放
生
の
功
徳
が

病
苦
を
救
う
と
説
か
れ
て
い
る
の
に
期
待
し
て
、
「
籟
以
。
放
生
之
中
。
莫
若

（
皿
）

救
人
。
宜
依
薮
教
。
可
大
赦
天
下
」
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
『
続
紀
』

宝
亀
四
年
一
二
月
乙
未
条
の
光
仁
天
皇
の
勅
で
は
、
同
経
の
同
じ
箇
所
を
引
用

し
、
「
朕
以
。
雑
類
之
中
。
人
最
為
貴
。
至
干
放
生
。
理
必
所
急
」
と
し
て
大

（
皿
）

赦
を
行
な
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
勅
に
照
ら
せ
ば
、
捕
え
ら
れ
た
者
た
ち

は
、
奉
仏
の
天
皇
に
よ
る
「
放
生
」
と
し
て
の
大
赦
の
恩
恵
に
浴
し
た
こ
と
に

な
る
。
狩
猟
す
る
天
皇
は
ま
た
「
放
生
」
す
る
天
皇
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
本
話
の
問
題
点
と
さ
れ
た
こ
と
へ
す
な
わ
ち
登
場
人

物
た
ち
の
殺
生
や
肉
食
お
よ
び
天
皇
に
お
け
る
狩
猟
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る

（
Ｍ
）

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
一
方
で
同
天
皇
が
「
放
生
」
し
て
い
る
と
も
理
解
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
聖
武
天
皇
に
お
け
る
矛
盾
、
も
し
く
は
同
天
皇
像
の
分
裂
の
問

題
と
捉
え
直
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
『
霊
異
記
』
は
奉
仏
の
天
皇
、
聖
武
に
は
狩
猟
、
す
な
ち
殺
生
や
肉
食

を
許
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
霊
異
記
』
を
離
れ
て
、
史
上
の
天
皇

に
お
け
る
狩
猟
や
食
肉
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
し
て
そ
れ

と
『
霊
異
記
』
や
本
話
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
石
上
英
一
氏
「
律

（
通
）

令
国
家
財
政
と
人
民
収
奪
」
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
同
氏
の
考
察
を

一
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踏
ま
え
て
は
じ
め
て
本
話
も
理
解
で
き
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
以
下
に
石
上
氏

の
所
論
を
要
約
し
て
象
る
こ
と
に
す
る
。

八
世
紀
の
朝
廷
も
し
く
は
天
皇
に
奉
献
さ
れ
る
贄
の
中
心
は
水
産
物
で
あ
っ

た
が
、
鳥
獣
の
贄
も
存
在
し
た
。
仏
教
や
神
祇
の
禁
忌
に
よ
る
肉
食
の
制
約
に

よ
っ
て
、
贄
か
ら
獣
（
猪
と
鹿
）
が
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
獣
肉
の
贄
は
、
僧
尼
や
神
職
と
と
も
に
も
っ
と
も
厳
重
な
食
物
禁

忌
に
制
約
さ
れ
て
い
た
天
皇
の
食
生
活
に
お
い
て
も
、
重
要
な
役
割
を
占
め
て

い
た
。
天
皇
の
長
命
を
願
っ
て
正
月
三
が
日
に
食
膳
を
供
す
る
儀
式
で
あ
る
御

歯
固
に
お
い
て
は
、
一
○
世
紀
前
半
ま
で
は
天
皇
の
食
膳
に
猪
や
鹿
の
肉
が
供

さ
れ
て
い
た
。
天
皇
が
御
歯
固
の
儀
礼
で
獣
肉
を
食
し
続
け
た
理
由
は
、
当
時

の
社
会
に
お
け
る
食
肉
の
普
遍
性
に
よ
る
の
承
で
は
な
く
、
他
の
理
由
が
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
。

日
本
律
本
文
を
唐
律
に
比
較
す
る
と
、
量
刑
な
ど
を
除
け
ば
か
な
り
忠
実
に

こ
れ
を
継
受
し
て
い
る
が
、
狩
猟
と
贄
に
関
わ
る
条
文
に
つ
い
て
は
重
要
な
改

変
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
檀
興
律
の
檀
発
兵
条
で
は
、
「
公
私
田
猟

（
天
皇
が
主
催
し
た
り
国
司
・
郡
司
以
上
の
者
が
主
催
し
た
り
す
る
狩
猟
）
」

に
対
し
て
「
檀
発
兵
」
の
禁
止
規
定
を
適
用
せ
ず
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
許
可
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
私
の
狩
猟
が
政
治
的
、
経
済
的
に
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
た
め
に
、
狩
猟
に
お
け
る
武
力
的
行
動
を
法
的
に
保
障
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
職
制
律
の
監
臨
官
強
取
猪
鹿
条
を
唐
職
制
律
の

監
臨
受
供
韻
条
に
比
較
す
る
と
、
唐
律
で
は
「
監
臨
官
」
が
供
饅
を
受
け
る
こ

と
自
体
を
罪
と
す
る
が
、
日
本
律
で
は
供
領
や
贄
を
受
け
る
こ
と
自
体
は
罪
で

は
な
い
と
す
る
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
「
監
臨
官
」
に
は
郡

司
主
政
以
上
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
日
本
律
は
、
郡
司
が
郡
の
人

民
か
ら
猪
や
鹿
な
ど
の
供
霞
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し

て
、
唐
律
を
改
変
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
唐
律
と
の
差
異
か
ら
、
日
本
律

で
は
郡
司
の
狩
猟
権
を
承
認
し
、
郡
司
に
お
け
る
獲
物
の
収
奪
権
を
認
め
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
唐
律
を
改
変
し
た
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
在
地
首
長

層
の
行
な
う
狩
猟
儀
礼
の
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
物
を
採
集
し
て
豊
饒

を
祈
り
神
に
捧
げ
る
神
事
と
し
て
の
狩
猟
儀
礼
が
、
漁
携
儀
礼
や
植
物
採
集
儀

礼
と
と
も
に
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
、
階
級
社
会
へ
の
転
化
に
と
も
な
い
、
共

同
体
成
員
か
ら
首
長
へ
の
初
物
貢
進
の
儀
礼
に
変
化
し
た
。
そ
の
段
階
で
狩
猟

儀
礼
も
、
首
長
に
よ
る
大
地
の
領
有
を
承
認
す
る
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
も
具

備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
狩
猟
の
獲
物
は
、
い
わ
ば
山
野
の
象
徴
と
し
て
、
そ

れ
を
領
有
す
る
首
長
に
貢
納
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
村
落
規
模
の
共
同

体
に
お
け
る
首
長
と
そ
の
成
員
と
の
間
の
「
貢
納
・
奉
仕
の
法
的
関
係
」
に
規

定
さ
れ
て
、
郡
司
と
所
部
の
民
と
の
間
の
「
貢
納
・
奉
仕
の
法
的
関
係
」
も
存

在
し
た
。
唐
律
継
受
の
際
に
施
さ
れ
た
改
変
は
、
そ
の
関
係
を
保
障
す
る
た
め

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
天
皇
も
、
こ
う
し
た
「
法
的
関
係
」

の
基
礎
に
あ
る
経
済
的
関
係
す
な
わ
ち
「
首
長
制
の
生
産
関
係
」
に
規
定
さ
れ

て
い
た
た
め
に
、
山
野
の
領
有
権
の
具
象
化
の
た
め
に
、
狩
猟
の
獲
物
を
勢
と

し
て
食
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

再
言
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
山
野
の
領
有
を
承
認
す
る
儀
礼
と
し

て
狩
猟
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
獲
物
は
山
野
の
象
徴
と
し
て
、
領
有
す
る
首
長

に
贄
と
し
て
貢
納
さ
れ
、
そ
の
口
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
ま
た
天
皇
の
地
位
が
そ
う
し
た
「
首
長
制
の
生
産
関
係
」
に
規
定
さ
れ
る

限
り
に
お
い
て
、
仏
教
に
お
け
る
殺
生
や
肉
食
の
禁
忌
が
知
ら
れ
て
い
た
に
も

一
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か
か
わ
ら
ず
、
狩
猟
や
食
肉
を
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

こ
の
石
上
氏
の
指
摘
は
、
そ
の
後
、
平
林
章
仁
氏
「
日
本
古
代
に
お
け
る
肉

（
略
）

食
・
狩
猟
・
祭
祀
ｌ
鹿
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
や
森
田
喜
久
男
氏
「
日
本
古
代
の

（
、
）
（
肥
）

王
権
と
狩
猟
」
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
仁
藤
敦
史
氏
「
古
代
王
権
と
行
幸
」

は
、
『
霊
異
記
』
上
巻
第
三
二
話
に
お
い
て
「
天
皇
が
な
ぜ
御
狩
の
獲
物
を
食

べ
た
百
姓
を
捕
え
、
重
い
刑
罰
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
か
は
、
石
上
氏
の
指
摘

に
よ
り
初
め
て
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
言
う
。

本
話
の
冒
頭
に
、
聖
武
天
皇
が
群
臣
と
大
和
国
添
上
郡
の
山
で
狩
猟
を
行
な

っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
狩
猟
を
、
本
話
が
ど
の
よ
う
な
狩
猟
と
設
定
し
た
か
は

分
か
ら
な
い
・
狩
猟
の
趣
旨
や
目
的
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か

し
獲
物
の
鹿
が
天
皇
に
贄
と
し
て
献
上
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
奪
っ
た
者
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
聖
武
天
皇
に
お
け
る
狩

猟
、
す
な
わ
ち
殺
生
と
肉
食
が
ま
っ
た
く
問
題
と
さ
れ
な
い
一
方
で
、
迷
い
込

ん
だ
鹿
を
殺
し
て
食
べ
た
民
衆
の
側
に
の
ゑ
視
線
が
集
中
す
る
本
話
が
な
ぜ
成

り
立
ち
得
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
答
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

狩
猟
の
獲
物
と
し
て
献
上
さ
れ
る
贄
の
観
念
を
前
提
と
し
て
、
本
話
が
成
立
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
本
話
成
立
の
前
提
と
な
る
贄
の
観
念
や
、

そ
れ
を
食
す
る
天
皇
の
像
が
、
『
霊
異
記
」
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の

か
否
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
某
寺
の
某
丈
六
仏
の
霊
験
謹
の
成
立
の
た
め
の

単
な
る
前
提
と
し
て
、
「
霊
異
記
』
が
展
開
す
る
世
界
の
外
に
放
置
さ
れ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
『
霊
異
記
』
は
前
提
ご
と
そ
の
世
界
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
霊
異
記
』
は
、
狩
猟
し
た
り
そ
の

下
巻
第
三
九
話
「
智
行
並
具
禅
師
重
得
人
身
生
国
皇
之
子
縁
」
は
、
『
霊
異

記
』
全
二
六
話
の
最
終
話
で
あ
る
。
本
話
は
、
前
篇
と
後
篇
の
二
話
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
題
名
か
ら
知
ら
れ
る
と
お
り
、
悟
り
深
く
ま
た
行
業
に
優

れ
た
二
人
の
禅
師
、
善
珠
と
寂
仙
と
が
、
と
も
に
生
前
の
予
告
ど
お
り
栢
武
天

皇
の
皇
子
に
転
生
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
得
難
い
と
さ
れ
る
人
身
を
重
ね
て

得
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
皇
室
に
転
生
し
た
と
い
う
、
い
わ
ば
最
高
の
善
報

（
四
）

課
で
『
霊
異
記
』
が
締
め
括
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
篇
の
寂
仙

の
場
合
は
、
伊
予
国
神
野
郡
の
石
鎚
山
で
修
行
し
た
僧
侶
で
、
時
の
道
俗
は
そ

の
浄
行
を
讃
え
て
菩
薩
と
称
し
た
が
、
そ
の
後
身
が
神
野
親
王
す
な
わ
ち
在
位

中
の
賀
美
能
天
皇
（
嵯
峨
天
皇
）
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
名
と
人
名

の
訓
カ
ミ
ノ
の
一
致
か
ら
転
生
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
是
以
定
知
。

此
聖
君
也
」
と
本
話
は
結
ば
れ
る
。
菩
薩
と
も
讃
え
ら
れ
た
僧
侶
の
再
誕
で
あ

る
か
ら
嵯
峨
天
皇
は
聖
君
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
霊
異
記
』
編
纂
者
に

獲
物
で
あ
る
贄
を
食
す
る
天
皇
、
す
な
わ
ち
殺
生
し
肉
食
す
る
天
皇
を
日
本
仏

教
史
の
外
に
置
き
去
り
に
し
、
大
赦
を
行
な
う
天
皇
、
す
な
わ
ち
「
放
生
」
す

る
奉
仏
の
天
皇
の
み
を
そ
こ
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。こ

こ
で
、
『
霊
異
記
』
の
最
終
話
す
な
わ
ち
下
巻
第
三
九
話
の
末
尾
の
「
聖

君
問
答
」
の
嵯
峨
天
皇
聖
君
説
の
論
理
に
注
目
し
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と

と
し
た
い
。

二
、
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
三
九
話
「
聖
君
問
答
」

ｌ
国
王
に
お
け
る
「
自
在
」
Ｉ一
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と
っ
て
の
今
上
が
聖
君
だ
と
い
う
証
し
を
、
高
僧
の
再
誕
説
話
に
求
め
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
説
話
に
よ
る
聖
君
説
は
、
さ
ら
に
後
続
の
「
又
何
以
知
聖
君
耶
」
と
は

じ
め
ら
れ
る
「
聖
君
問
答
」
で
補
強
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
巷
間
の
嵯
峨
天
皇
聖

君
説
と
、
こ
れ
を
否
定
す
る
説
と
を
紹
介
し
、
後
者
に
反
論
を
加
え
て
い
る
。

（
卯
）

真
福
寺
本
に
よ
っ
．
て
「
聖
君
問
答
」
を
引
用
す
る
。
現
行
の
諸
本
に
よ
り
字
句

（
皿
）

を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

世
俗
云
。
「
国
皇
法
。
人
殺
罪
人
者
。
必
随
法
殺
。
而
是
天
皇
者
。
出

弘
仁
年
号
伝
世
。
応
殺
之
人
成
流
罪
。
活
彼
命
以
人
治
也
。
是
以
朏
知
。

聖
君
也
」
・
或
人
誹
誇
。
「
非
聖
君
。
何
以
故
。
此
天
皇
時
。
天
下
旱
属

有
。
又
天
災
地
妖
飢
饅
難
繁
多
有
。
叉
養
鷹
犬
。
取
烏
猪
鹿
。
是
非
慈
悲

心
」
・
是
儀
非
然
。
食
国
内
物
。
皆
国
皇
之
物
。
指
針
許
末
。
私
物
都
無

也
。
国
皇
随
自
在
之
儀
也
。
雌
百
姓
敢
誹
之
耶
。
又
聖
君
堯
舜
之
世
。
猶

在
旱
属
。
故
不
可
誹
之
也
。

は
じ
め
に
、
第
一
の
巷
間
の
嵯
峨
天
皇
聖
君
説
が
紹
介
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
殺
人
を
犯
し
た
者
は
法
に
従
っ
て
死
罪
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
嵯

峨
天
皇
は
、
そ
の
年
号
に
「
弘
仁
」
と
あ
る
と
お
り
仁
を
世
に
広
め
、
減
刑
し

て
流
罪
と
し
て
罪
人
の
命
を
救
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
天
皇
が
聖
君
で
あ
る

こ
と
は
明
白
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
努
め
て
殺
生
を
避
け
る
慈
悲
深
い
仁
君
だ

か
ら
聖
君
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
第
二
の
非
聖
君
説
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
非
聖
君
説
は
二
箇
条
か
ら

成
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
条
、
こ
の
天
皇
の
即
位
の
後
、
旱
越
や
疫
病
の
流
行

が
あ
っ
た
。
ま
た
天
変
地
異
や
飢
饅
の
災
難
が
頻
発
し
た
。
そ
れ
ら
の
諸
災
異

は
天
皇
の
不
徳
の
証
明
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
条
、
こ
の
天
皇
は
さ
ら

に
狩
猟
の
た
め
に
鷹
や
犬
を
飼
い
、
烏
や
猪
、
鹿
を
捕
ま
え
て
い
る
。
そ
う
し

た
殺
生
の
行
為
は
、
天
皇
に
慈
悲
の
心
が
欠
け
て
い
る
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
、
不
徳
に
し
て
無
慈
悲
だ
か
ら
こ
の
天
皇
は
聖
君
な

ど
で
あ
り
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
第
二
の
非
聖
君
説
へ
の
反
論
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
霊
異
記
』
の
主

張
と
考
え
ら
れ
る
。
非
聖
君
説
が
二
箇
条
か
ら
成
っ
て
い
た
の
に
対
応
し
て
、

順
序
は
逆
に
な
る
が
、
こ
ち
ら
も
二
箇
条
か
ら
成
る
。
非
聖
君
説
の
第
二
条
に

対
し
て
は
、
天
皇
の
支
配
す
る
国
内
の
も
の
は
す
べ
て
天
皇
に
帰
属
す
る
。
ほ

ん
の
わ
ず
か
の
も
の
で
も
天
皇
の
も
の
で
あ
り
、
天
皇
以
外
の
者
に
帰
属
す
る

も
の
は
な
い
。
国
王
が
「
随
自
在
」
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
何
で
も
そ
の
思
い
の

ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
皇
が
無
慈
悲
に
も

狩
猟
を
す
る
な
ど
と
言
っ
て
非
難
す
る
こ
と
は
、
一
般
の
庶
民
に
も
許
さ
れ
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
第
一
条
に
対
し
て
は
、
い
に
し
え
の
徳
の
高
い
聖

君
と
さ
れ
た
堯
や
舜
の
時
代
に
も
、
旱
越
や
疫
病
の
流
行
は
あ
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
嵯
峨
天
皇
を
誹
誇
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
。
災
異
の
頻
発
が
不
徳
の

証
明
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
聖
君
で
は
な
い
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な

い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
「
聖
君
問
答
」
で
注
目
し
た
い
の
は
、
嵯
峨
天
皇
の
狩
猟
が
非
聖
君

説
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
狩
猟
が
非
聖
君
説
の
根
拠
に
は

な
ら
な
い
と
す
る
聖
君
説
か
ら
の
反
論
と
で
あ
る
。
聖
君
説
の
側
は
、
は
じ
め

に
、
刑
を
減
じ
て
無
闇
に
死
刑
を
執
行
し
な
い
仁
君
だ
か
ら
聖
君
だ
と
す
る

説
、
す
な
わ
ち
努
め
て
殺
生
を
避
け
る
慈
悲
深
い
君
主
だ
か
ら
聖
君
だ
と
す
る

と
も
見
え
る
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
天
皇
の
狩
猟
を
殺

生
や
肉
食
の
禁
忌
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
非
難
す
る
姿
勢
が
全
く
な
い
。
聖
君

■■■■■■■■■八



説
に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
を
矛
盾
と
し
な
い
考
え

方
、
す
な
わ
ち
狩
猟
を
肯
定
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
る
。
天
皇
の
支
配
す
る
領

域
内
の
も
の
は
す
べ
て
天
皇
に
帰
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
帰
属
す
る
一

切
の
も
の
を
い
か
に
扱
う
か
は
、
天
皇
の
意
志
に
完
全
に
任
さ
れ
て
お
り
、
他

者
が
こ
れ
に
容
啄
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
余
地
は
全
く
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
自
己
に
帰
属
す
る
も
の
を
生
か
す
も
殺
す
も
、
そ
の
意
志
に
任
せ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
減
刑
と
狩
猟
と
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
狩
猟
肯
定
論
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
考
え
方
は
、
早
川
庄
八
氏
「
律
令

（
”
）

国
家
・
王
朝
国
家
に
お
け
る
天
皇
」
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
天
命
思
想
か
ら
派

生
す
る
と
こ
ろ
の
王
土
王
臣
思
想
に
基
づ
く
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
早
川
氏
は
、
「
桓
武
以
後
の
天
皇
は
、
畿
内
政
権
の
政
治
的
首
長
す
な

わ
ち
大
王
と
し
て
の
側
面
を
徐
々
に
脱
却
し
て
、
律
令
制
に
依
存
し
た
専
制
君

主
と
し
て
ゑ
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
」
と
の
自
説
に
立
脚
し
て
、

「
少
な
く
と
も
景
戒
の
し
↓
ヘ
ル
の
人
々
が
、
桓
武
以
後
の
天
皇
を
そ
の
よ
う

な
も
の
と
観
念
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
、
ひ
と
つ
の
事
例
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
す
る
。
つ
ま
り
嵯
峨
天
皇
が
専
制
君
主
と
認
識
さ
れ
た
一
例
と
し
て
、

こ
の
「
聖
君
問
答
」
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
専
制
君
主
に
一
切

の
も
の
が
一
元
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
考
え
方
が
、
嵯
峨
天
皇
の
狩
猟
を
是
認

し
、
殺
生
や
肉
食
の
禁
忌
か
ら
同
天
皇
を
解
放
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
非
聖
君
説
に
対
す

る
反
論
が
、
「
食
国
内
物
。
皆
国
皇
之
物
。
指
針
許
末
。
私
物
都
無
也
」
と
あ

る
の
で
終
わ
ら
ず
に
、
「
国
皇
随
自
在
之
儀
也
」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
「
国
皇
随
自
在
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
国
王
随
自
在
」
な
ど
の
成
句
に
基
づ

い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
典
拠
な
ど
は
未
詳
で
あ
る
。

し
か
し
「
国
王
」
を
「
自
在
」
な
存
在
と
す
る
例
を
仏
典
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
嵯
峨
天
皇
を
擁
護
す
る
王
土
王
臣
思
想
的
な
考
え
方
は
仏
典

に
源
を
発
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
曇
無
識
訳
『
大
方
等
無
想
経
』
巻
四
の
「
如
来
浬
藥
確
度
」
に

登
場
す
る
浄
光
天
女
は
、
釈
迦
仏
か
ら
次
の
よ
う
な
授
記
を
得
る
。
「
汝
於
彼

仏
。
暫
得
一
聞
大
混
藥
経
。
以
是
因
縁
・
今
得
天
身
。
値
我
出
世
・
復
聞
深
義
。

捨
是
天
形
。
即
以
女
身
。
当
王
国
士
。
得
転
輪
王
所
統
領
処
四
分
之
一
・
得
大

（
”
）

自
在
。
（
以
下
略
）
」
。
す
な
わ
ち
、
「
汝
、
浄
光
天
女
は
、
過
去
に
お
い
て
、
彼

の
仏
（
同
性
灯
仏
）
よ
り
大
渥
藥
経
の
説
法
を
受
け
、
そ
の
因
縁
に
よ
り
天
女

身
を
得
た
。
今
ま
た
我
が
説
法
を
受
け
た
の
で
、
天
形
を
捨
て
女
身
の
ま
ま
で

国
王
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
転
輪
聖
王
の
統
治
す
る
地
の
四
分
の
一
を
支
配
し
、

大
自
在
を
得
る
で
あ
ろ
う
云
々
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
別
）

ア
ン
ト
ニ
ー
ノ
・
フ
ォ
ル
テ
氏
「
「
大
雲
経
疏
』
を
め
ぐ
っ
て
」
に
よ
れ
ば
、

こ
の
『
大
方
等
無
想
経
』
に
見
え
る
浄
光
天
女
の
授
記
を
注
釈
し
た
の
が
、
法

明
ら
の
『
大
雲
経
疏
』
で
あ
る
。
経
文
の
注
釈
の
か
た
ち
を
と
り
、
浄
光
天
女

と
は
聖
母
神
皇
す
な
わ
ち
則
天
武
后
で
あ
り
、
そ
の
授
記
が
武
后
の
受
命
で
あ

る
と
し
て
、
武
周
革
命
を
正
当
化
す
る
の
が
こ
の
『
疏
』
で
あ
る
と
見
な
さ
れ

る
。
右
の
「
得
大
自
在
」
に
は
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。
「
経
日
「
得
大
自

（
妬
）
・

在
」
者
。
即
神
皇
降
伏
万
国
。
威
力
無
等
也
。
（
以
下
略
）
」
。
「
神
皇
」
と
は
則

天
武
后
の
こ
と
で
あ
る
。
万
国
を
従
え
、
そ
の
意
志
を
通
す
の
に
い
か
な
る
障

害
も
な
い
、
専
制
君
主
の
あ
り
よ
う
を
形
容
し
た
の
が
「
自
在
」
の
語
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
慧
沼
の
『
金
光
明
最
勝
王
経
疏
』
は
、
「
王
法
正
論
品
」
の
注
釈
の
冒

一
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頭
の
「
釈
品
名
」
で
品
名
の
「
王
」
を
次
の
よ
う
に
注
解
す
る
。
「
王
有
三
号
。

一
日
皇
。
皇
者
天
王
也
。
二
日
帝
。
帝
者
主
也
。
三
日
王
。
王
者
帰
也
。
為
衆

（
妬
）

所
帰
。
亦
通
名
君
。
又
縦
任
自
在
。
名
之
為
王
」
・
王
に
は
三
つ
の
呼
称
が
あ

る
。
天
界
に
よ
っ
て
権
威
付
け
ら
れ
る
の
で
「
皇
」
、
一
切
が
王
の
も
の
な
の

で
「
帝
」
、
人
民
が
懐
い
て
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
な
の
で
「
帰
」
で
あ
る
。
三

つ
の
総
称
が
「
君
」
で
あ
る
。
ま
た
「
縦
任
自
在
」
で
あ
る
の
で
こ
れ
を
も
っ

て
「
王
」
と
も
呼
ぶ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
縦
任
自
在
」
の
語
の
説
明
そ
の

も
の
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
三
つ
の
呼
称
の
説
明
か
ら
浮
か
び
上
が
る
王
の
像

か
ら
す
れ
ば
、
『
大
雲
経
疏
』
の
場
合
と
同
様
に
、
一
切
の
も
の
が
帰
属
す
る

が
ゆ
え
に
、
そ
の
意
志
を
通
す
の
に
い
か
な
る
障
害
も
な
い
、
専
制
君
主
の
あ

り
よ
う
を
形
容
し
た
も
の
と
理
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
願
暁
ら
の
『
金
光
明
最
勝
王
経
玄
枢
』
の
「
王
法
正
論
品
」
の
「
釈

名
」
で
は
、
品
名
の
「
王
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
先
行
す
る
注
解
を
挙
げ
て

い
る
。
「
王
者
。
文
云
。
「
統
領
為
人
主
」
。
宜
云
。
「
王
是
自
在
義
」
。
〔
以
下
小

へ
”
）

字
の
分
注
〕
興
同
。
故
云
。
「
統
領
者
。
即
得
自
在
」
」
。
「
統
領
為
人
主
」
と

は
、
「
王
法
正
論
品
」
の
第
九
頌
の
第
四
句
で
あ
る
。
前
世
の
積
善
に
よ
り
、

人
間
界
に
生
れ
て
は
こ
れ
を
領
有
、
支
配
し
て
そ
の
主
と
な
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
冒
頭
の
「
王
者
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
人
間
界
を
一
元
的
に

支
配
す
る
も
の
を
王
と
定
義
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
宜
」
と
あ
る
の
は
「
宣
」

の
誤
り
で
、
「
宜
云
」
と
は
、
唐
の
道
宣
の
『
金
鼓
経
疏
』
一
○
巻
（
散
供
）

を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
な
お
判
断
は
保
留
し
て
お
き
た

い
。
「
興
」
と
は
新
羅
の
慢
興
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
の
は
彼

（
犯
）

の
複
数
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
『
最
勝
王
経
』
の
注
釈
の
い
ず
れ
か
を
指
し
て

い
る
。
人
間
界
を
「
統
領
」
し
て
国
王
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
自
在
」

を
得
る
と
い
う
の
が
、
「
宜
」
説
を
受
け
て
こ
れ
に
同
調
し
た
慢
興
の
説
明
で

あ
る
。「

聖
君
問
答
」
に
お
け
る
「
食
国
内
物
云
々
」
を
前
置
し
た
「
国
皇
随
自
在
」

の
語
も
、
こ
れ
ら
三
例
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
一
切
の
も
の
が
国
王
に
帰
属
し
、
そ
の
意
志
の
発
動
を
妨
げ
る
何
者

も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
自
在
な
あ
り
よ
う
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
”
）

う
。
天
命
思
想
か
ら
派
生
し
た
王
土
王
臣
思
想
と
は
出
自
を
異
に
す
る
、
仏
教

的
な
王
土
王
臣
思
想
の
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
仏
教
に
包
摂

さ
れ
た
王
士
王
臣
思
想
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ

れ
は
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
法
典
に
示
さ
れ
た
考
え
方
が
仏
教
に
包
摂
さ
れ
た
と

見
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

へ
犯
）

中
村
元
氏
『
宗
教
と
社
会
倫
理
』
第
六
章
「
帝
王
の
権
威
と
宗
教
」
に
よ
れ

ば
、
グ
プ
タ
王
朝
（
三
二
○
’
五
○
○
年
頃
）
に
よ
り
全
イ
ン
ド
に
わ
た
る
集

権
的
国
家
が
建
設
さ
れ
、
こ
の
王
朝
の
時
代
に
マ
ハ
ラ
モ
ン
教
が
国
教
の
地
位
を

独
占
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
法
典
で
あ
る
『
マ
ヌ
法
典
』
な
ど
は
、
国
王
を

神
に
擬
し
て
専
制
君
主
の
行
動
を
権
威
付
け
正
当
化
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
の
帝

王
神
権
説
は
こ
こ
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
仏

教
徒
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
『
大
乗
本
生
心

地
観
経
』
の
国
王
観
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
経
は
父
母
、
衆

生
、
国
王
そ
し
て
三
宝
の
恩
の
四
恩
を
説
く
こ
と
で
著
名
で
あ
る
。
そ
の
第

三
、
国
王
の
恩
を
説
く
中
に
、
国
王
か
ら
恩
を
受
け
る
理
由
に
触
れ
て
い
る
。

（
訓
）

理
由
の
ひ
と
つ
に
は
「
於
其
国
界
。
山
河
大
地
。
尽
大
海
際
。
属
干
国
王
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
国
王
を
山
河
大
地
の
唯
一
の
領
有
者
と
位
置
付
け
、
そ
の

よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
恩
を
受
け
る
と
し
て
、
被
支
配
者
の
報
恩

一
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が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
典
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
バ
ラ
モ
ン

法
典
的
な
国
王
観
の
影
響
下
に
、
嵯
峨
天
皇
を
殺
生
な
ど
の
禁
忌
か
ら
遠
ざ
け

る
聖
君
説
が
成
り
立
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
ま
た
イ
ン
ド
伝
来
の
国

王
観
が
中
国
に
お
け
る
王
士
王
臣
思
想
に
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
同
一

視
し
た
り
合
体
さ
せ
た
り
し
た
可
能
性
も
留
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。以

上
、
一
切
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
る
者
は
、
一
切
の
生
殺
与
奪
の
権
を
掌
握

し
て
い
る
者
で
あ
る
と
し
て
、
減
刑
も
狩
猟
も
意
の
ま
ま
で
あ
る
と
し
た
の
が

聖
君
説
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
説
で
は
、
嵯
峨
天
皇
を
殺
生
の
禁
忌
か
ら

解
放
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
そ
の
狩
猟
を
容
認
す
る
と
と
も
に
、
殺
生
の
禁
忌

の
外
に
あ
っ
て
、
刑
の
執
行
の
云
何
を
、
す
な
わ
ち
禁
忌
の
適
用
や
不
適
用

を
自
在
に
行
な
う
存
在
と
し
た
の
で
あ
る
。
専
制
君
主
に
お
け
る
一
元
的
な
所

有
が
、
君
主
に
お
け
る
禁
忌
か
ら
の
解
放
や
超
越
を
も
た
ら
す
と
す
る
、
極
め

て
興
味
深
い
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
聖
君
問
答
」
に
示
さ
れ
た

「
国
皇
随
自
在
」
と
の
考
え
方
が
、
嵯
峨
天
皇
の
狩
猟
を
正
当
化
す
る
の
み
な

ら
ず
、
上
巻
第
三
二
話
の
、
狩
猟
し
そ
の
獲
物
を
評
と
し
て
受
け
る
一
方
で
大

赦
す
な
わ
ち
「
放
生
」
す
る
と
い
う
、
聖
武
天
皇
に
お
け
る
矛
盾
や
そ
の
像
の

分
裂
を
回
避
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
国
皇
随
自
在
」
と
の
考
え

方
は
、
天
皇
に
お
け
る
狩
猟
や
そ
の
獲
物
を
贄
と
し
て
受
け
こ
れ
を
食
す
る
伝

三
、
小
結

ｌ
「
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
聖
武
天
皇
と
そ
の
時
代
１
１
１

統
を
容
認
し
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
霊
異
記
』
は
、
そ
う
し
た
考

え
方
に
立
脚
し
て
、
狩
猟
し
贄
の
貢
納
を
受
け
る
聖
武
天
皇
を
自
己
の
展
開
す

る
世
界
や
歴
史
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
聖
武
天
皇

の
そ
の
よ
う
な
側
面
を
切
り
捨
て
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

中
巻
の
序
文
に
は
、
聖
武
天
皇
が
仏
教
に
帰
依
し
、
ゑ
ず
か
ら
も
受
戒
、
出

（
”
）

家
し
て
こ
れ
を
興
隆
し
た
の
で
、
そ
の
代
に
は
「
善
悪
之
報
。
現
而
示
吉
凶
」

と
あ
る
。
聖
武
天
皇
が
仏
教
に
帰
依
し
こ
れ
を
興
隆
し
た
結
果
と
し
て
、
そ
の

代
に
は
こ
の
世
か
ら
悪
報
が
消
滅
し
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
聖
武
天
皇
の
登

場
に
よ
っ
て
、
因
果
の
応
報
が
曇
り
な
く
明
瞭
に
現
わ
れ
た
と
言
う
の
で
あ
ろ

う
。
で
は
同
天
皇
自
身
も
、
そ
の
曇
り
な
い
因
果
の
応
報
の
網
の
目
の
中
に
あ

っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
本
書
に
は
先
述
の
と
お
り
、
殺

生
な
ど
の
禁
忌
に
抵
触
し
悪
報
を
受
け
る
話
が
あ
る
。
そ
う
し
た
話
が
あ
る
一

方
で
、
聖
武
天
皇
が
禁
忌
か
ら
解
放
さ
れ
、
こ
れ
を
超
越
し
た
存
在
と
位
置
付

け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
天
皇
が
悪
報
を
免
れ
る
存
在
と
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
聖
武
天
皇
は
、
因
果
の
応
報
を
超
越
し
た
存
在
と

定
位
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
国
皇
随
自
在
」
に
は
、
こ
う
し
た
因
果

の
超
越
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

聖
徳
太
子
の
再
誕
で
あ
る
聖
武
は
、
仏
教
に
帰
依
し
こ
れ
を
興
隆
し
た
。
ま

た
如
上
の
意
味
の
自
在
な
あ
り
よ
う
を
も
獲
得
し
た
。
聖
武
天
皇
と
は
、
そ
う

し
た
意
味
に
お
い
て
本
邦
初
の
聖
君
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
時
代
は
、
そ
う
し
た

聖
君
の
出
現
に
よ
っ
て
因
果
の
応
報
が
曇
り
な
く
明
瞭
に
、
ま
た
数
多
く
顕
現

し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
同
天
皇
の
時
代
は
本
邦
初

の
聖
代
で
あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
聖
武
天
皇
と
そ
の
時
代
を
こ
の
よ
う

に
見
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
菩
薩
と
も
美
称
さ
れ
た
高
僧
の

■■■■■■■■■■■
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再
誕
で
あ
る
聖
君
嵯
峨
天
皇
に
対
し
て
、
同
様
の
聖
代
の
再
現
を
期
待
し
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注

（
１
）
多
田
一
臣
氏
ヨ
日
本
霊
異
記
』
概
説
烏
『
古
代
国
家
の
文
学
』
、
三
弥

井
書
店
、
一
九
八
八
年
一
月
刊
、
五
頁
。
出
雲
路
修
氏
「
八
日
本
国
現
報

善
悪
霊
異
記
ｖ
の
編
纂
」
、
『
説
話
集
の
世
界
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八

年
九
月
刊
、
五
三
頁
。

（
２
）
興
福
寺
本
『
霊
異
記
』
に
「
大
丈
六
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
偉
大
な

丈
六
」
で
は
な
く
、
中
巻
第
二
八
話
「
極
窮
女
於
尺
迦
丈
六
仏
願
福
分
示

奇
表
以
現
得
大
福
縁
」
に
「
流
聞
。
大
安
寺
丈
六
仏
。
衆
生
所
願
。
急
能

施
賜
」
（
真
福
寺
本
）
と
あ
り
、
構
文
が
類
似
す
る
こ
と
や
、
本
話
を
再
録

し
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
二
第
一
六
話
に
「
大
安
寺
ノ
丈
六
ノ
釈
迦
」

と
あ
る
の
を
根
拠
と
し
て
、
「
大
安
寺
丈
六
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
「
安

寺
」
の
二
字
が
欠
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
中
巻
第

二
八
話
と
と
も
に
、
平
城
京
左
京
の
大
安
寺
の
丈
六
の
仏
像
の
、
あ
ら
た

か
な
霊
験
を
語
る
説
話
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
現
行
の
諸
本
は
い
ず
れ
も

そ
う
し
た
見
解
に
基
づ
い
て
本
文
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
話
が
、
「
東
大
寺
建
立
以
前
の
、
奈
良
朝
の
前
半
期
に
お
け
る
、
勅

願
寺
の
首
位
に
あ
っ
た
」
（
福
山
敏
男
氏
「
大
安
寺
と
元
興
寺
の
平
城
京

移
建
の
年
代
」
、
『
日
本
建
築
史
研
究
』
、
墨
水
書
房
、
一
九
七
二
年
九
月

改
訂
版
刊
、
所
収
）
と
さ
れ
る
大
安
寺
に
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
興
味
は

格
段
に
増
す
で
あ
ろ
う
し
、
関
わ
る
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
納
見
里
」
の
位
置
が
確
定
し
、
そ
の
地
と
授

刀
寮
の
間
に
存
在
す
る
寺
院
と
し
て
大
安
寺
が
浮
び
上
が
っ
て
来
る
場
合

な
ど
が
想
定
さ
れ
る
（
黒
沢
幸
三
氏
「
神
の
話
と
仏
の
話
」
、
講
座
日
本

の
古
代
信
仰
第
四
巻
『
呪
祷
と
文
学
』
、
学
生
社
、
一
九
七
九
年
二
月
刊

所
収
、
を
参
照
し
た
）
。
し
か
し
目
下
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
推
測
の
域
を

出
ず
、
本
話
と
大
安
寺
と
を
架
橋
す
る
根
拠
は
『
今
昔
』
の
再
録
説
話
以

外
に
存
在
し
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
話
を
筆
頭
格
の
勅
願
寺

本
尊
の
霊
験
弾
と
見
な
す
に
は
そ
の
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿

は
、
「
大
丈
六
」
が
「
大
安
寺
丈
六
」
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
判
断

を
保
留
し
、
原
文
の
ま
ま
「
大
丈
六
」
と
し
、
そ
の
語
義
も
某
寺
の
某
丈

六
仏
と
し
て
お
く
。

（
３
）
佐
藤
良
謙
氏
編
、
便
利
堂
、
一
九
三
四
年
三
月
刊
、
影
印
本
。

（
４
）
①
男
女
十
余
人
Ⅱ
原
「
男
女
口
余
人
」
、
『
今
昔
』
巻
一
二
第
一
六
話

に
、
「
男
女
十
余
人
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。
②
開
寺
南
門
Ⅱ
原
「
口
寺
南

門
」
、
『
今
昔
』
巻
一
二
第
一
六
話
に
「
寺
ノ
南
ノ
門
ヲ
開
テ
」
と
あ
る
の

に
よ
る
。
③
開
門
令
得
奉
拝
Ⅱ
原
「
門
合
得
奉
拝
」
、
日
本
古
典
文
学
大

系
本
頭
注
に
、
「
開
門
令
得
奉
拝
の
誤
り
と
見
る
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

④
歓
喜
元
比
Ⅱ
原
「
勧
喜
元
比
」
、
『
今
昔
』
巻
一
二
第
一
六
話
に
「
歓

喜
ス
ル
事
無
限
シ
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

（
５
）
①
小
泉
道
氏
『
校
注
真
福
寺
日
本
霊
異
記
』
、
訓
点
語
と
訓
点
資
料
別

巻
第
二
、
訓
点
語
学
会
、
一
九
六
二
年
六
月
刊
、
お
よ
び
②
同
氏
『
日
本

霊
異
記
」
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
八
四
年
一
二
月
刊
に
よ
る
。

（
６
）
注
（
５
）
の
②
の
「
付
録
」
四
○
八
頁
。

（
７
）
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
両
氏
訳
注
『
法
華
経
』
下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
七

年
一
二
月
刊
、
二
四
四
、
二
六
二
頁
。
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（
８
）
牧
田
諦
亮
氏
『
六
朝
古
逸
観
世
音
応
験
記
の
研
究
』
、
平
楽
寺
書
店
、

一
九
七
○
年
一
月
刊
、
三
○
’
三
三
頁
。

（
９
）
益
田
勝
実
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
経
の
説
話
」
で
あ
る
。
同
氏
「
経
の
説
話

Ｉ
観
音
霊
験
證
の
変
貌
ｌ
」
、
日
本
文
学
第
一
九
巻
第
七
号
、
日
本
文
学

協
会
編
、
未
来
社
、
一
九
七
○
年
七
月
刊
、
所
収
を
参
照
し
た
。

（
岨
）
馬
淵
和
夫
氏
他
校
注
・
訳
『
今
昔
物
語
集
』
一
、
日
本
古
典
文
学
全
集
、

小
学
館
、
一
九
七
一
年
七
月
刊
、
二
四
九
、
二
五
一
頁
。

（
ｕ
）
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
一
四
巻
、
経
集
部
一
、
同
刊
行
会
、
一
九
七
一
年

五
月
再
刊
、
四
○
七
頁
下
。

（
胆
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
続
日
本
紀
』
普
及
版
前
篇
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
四
年
四
月
刊
。

（
過
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
続
日
本
紀
』
普
及
版
後
篇
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
四
年
四
月
刊
。

（
Ｍ
）
松
浦
貞
俊
氏
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
註
釈
』
、
大
東
文
化
大
学
東

洋
研
究
所
、
一
九
七
三
年
六
月
刊
、
一
二
五
頁
。
藤
森
賢
一
氏
「
日
輪
の

鹿
ｌ
霊
異
記
上
巻
舟
二
縁
考
ｌ
」
、
高
野
山
大
学
論
叢
第
一
四
巻
、
高
野

山
大
学
、
一
九
七
九
年
二
月
刊
。
注
（
５
）
の
②
の
「
付
録
」
三
八
一
’

三
八
二
頁
。

（
焔
）
永
原
慶
二
氏
他
編
『
日
本
経
済
史
を
学
ぶ
』
（
上
）
、
吉
村
武
彦
・
石
上

英
一
両
氏
「
律
令
体
制
と
分
業
体
系
」
第
三
節
、
有
斐
閣
選
書
、
一
九
八
二

年
四
月
刊
、
所
収
。

（
肥
）
『
歴
史
と
伝
承
』
、
日
野
昭
博
士
還
暦
記
念
会
編
、
永
田
文
昌
堂
、

一
九
八
八
年
四
月
刊
、
所
収
。

（
Ⅳ
）
日
本
歴
史
第
四
八
五
号
、
日
本
歴
史
学
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八

年
一
○
月
刊
、
所
収
。

（
肥
）
黛
弘
道
氏
編
『
古
代
王
権
と
祭
儀
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
○
年

二
月
刊
、
所
収
、
一
○
’
二
頁
。

（
岨
）
注
（
５
）
の
②
の
「
付
録
」
四
二
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
別
）
注
（
５
）
の
①
に
同
じ
。

（
別
）
①
是
以
朏
知
Ｉ
原
「
是
以
畦
知
」
、
注
（
５
）
の
②
に
「
朏
」
と
す
る

の
に
よ
る
。
②
難
繁
多
有
Ⅱ
原
「
雄
繁
多
有
」
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本

頭
注
に
「
難
」
の
誤
り
と
す
る
の
に
よ
る
。
③
指
針
許
末
Ⅱ
原
「
指
針
許

未
」
、
古
典
大
系
が
群
書
類
従
本
に
よ
り
「
末
」
に
改
め
る
の
に
よ
る
。

（
〃
）
日
本
の
社
会
史
第
三
巻
『
権
威
と
支
配
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年

九
月
刊
、
七
六
頁
。

（
羽
）
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
一
二
巻
、
混
藥
部
、
同
刊
行
会
、
一
九
六
七
年

二
月
再
刊
、
一
○
九
八
頁
上
。

（
別
）
講
座
敦
嬉
七
『
敦
煙
と
中
国
仏
教
』
、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
四
年

一
二
月
刊
、
所
収
。

（
筋
）
Ｓ
六
五
○
二
。
Ｓ
二
六
五
八
。
矢
吹
慶
輝
氏
『
三
階
教
之
研
究
』
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
三
年
九
月
第
二
刷
刊
、
六
八
八
頁
。

（
恥
）
宝
永
三
年
板
本
、
巻
五
末
二
七
丁
裏
。
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
三
九
巻
、

経
疏
部
七
、
同
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
三
月
再
刊
、
三
一
四
頁
上
。

（
〃
）
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
五
六
巻
、
続
経
疏
部
一
、
同
刊
行
会
、
一
九
六
三

年
一
月
再
刊
、
六
八
七
頁
上
。

（
肥
）
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
七
年
一
○
月
’
一
九

七
八
年
一
月
刊
、
か
ら
得
た
知
見
に
よ
る
。

（
鯛
）
仏
典
に
お
い
て
国
王
の
「
自
在
」
が
説
か
れ
る
場
合
、
常
に
一
切
が
国

一
一
一
一
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王
に
帰
属
す
る
か
ら
「
自
在
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、
玄
葵
訳
『
域
伽
師
地
論
』
巻
六
一
に
引
用
す
る
『
仏
世
尊
為
出
愛

主
所
説
経
』
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
三
○
巻
、
域
伽
部
上
、
同
刊
行
会
、

一
九
六
○
年
一
二
月
再
刊
、
六
三
八
頁
中
、
六
三
九
頁
中
）
や
、
そ
の
異

訳
と
見
な
さ
れ
る
同
じ
く
玄
葵
訳
の
『
王
法
正
理
論
』
（
大
正
新
脩
大
蔵

経
第
三
一
巻
、
域
伽
部
下
、
同
刊
行
会
、
一
九
七
○
年
六
月
再
刊
、
八
五
六

頁
上
Ｉ
中
、
八
五
七
頁
上
）
と
、
不
空
訳
の
『
仏
為
優
填
王
説
王
法
政
論

経
』
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
一
四
巻
、
経
集
部
一
、
同
刊
行
会
、
一
九
七
一

年
五
月
再
刊
、
七
九
七
頁
下
、
七
九
八
頁
中
）
と
に
は
、
国
王
の
一
○
種

な
い
し
九
種
ず
つ
の
「
過
失
」
と
「
功
徳
」
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
中
の
、
「
不
得
自
在
」
と
「
得
大
自
在
」
と
は
、
国
王
の
意
志
の
発
動

が
臣
下
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
さ
れ
な
い
と
を
主
に
指
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
一
切
の
も
の
が
国
王
に
帰
属
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
説
か

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
鋤
）
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
六
月
刊
、
二
八
九
’
三
○
六
頁
。

（
瓠
）
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
三
巻
、
本
縁
部
上
、
同
刊
行
会
、
一
九
六
四
年

一
○
月
再
刊
、
二
九
七
頁
下
。

（
胡
）
来
迎
院
本
、
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
編
、
日
本
古
典
文
学
影
印
叢

刊
一
『
日
本
霊
異
記
・
古
事
談
抄
』
、
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
七
八
年

七
月
刊
、
一
二
頁
。

（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授
）

一

一
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